
医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

セ
イ
ユ
ー
堂
薬
局

杵
築
店

有
限
会
社
コ
ス
モ

ス

杵
築
市
大
字
杵
築
六
六
五｜

九
二
三
、

九
二
四

令

六
・

六
・

三

ゆ
う
き
皮
ふ
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

奥
津

悠
輝

臼
杵
市
大
字
市
浜
七
四
三｜

九

令

六
・

七
・

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
だ
る
ま
別

府

合
同
会
社
ジ
ャ
ス

ト
ラ
イ
ト

別
府
市
大
字
鶴
見
一
組
二

令

六
・

七
・

一

あ
か
ね
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

株
式
会
社
カ
ラ
ン

コ
エ

由
布
市
挾
間
町
下
市
五
七
八
番
二
コ
ー

ポ
杉
本
一
〇
二

令

六
・

七
・

一

友
松
歯
科
医
院

御
手
洗

栄
子

中
津
市
豊
田
町
一
丁
目
八
〇
六｜

一

令

六
・

六
・

一

大
堀
た
け
し
歯
科

医
院

医
療
法
人
健
明
会
中
津
市
蛭
子
町
二
丁
目
三
三
番

令

六
・

六
・

一

池
田
医
院

池
田

公
明

日
田
市
丸
の
内
町
八｜

一
二

令

六
・

六
・

一

藤
整
形
外
科

藤

憲
三
郎

臼
杵
市
大
字
市
浜
一
二
二
六
番
地
四

令

六
・

六
・

一

渡
辺
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

医
療
法
人
来
蘇
会
臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
祇
園
洲
二
〇
番
地

の
一
一

令

六
・

六
・

一

さ
く
ら
産
婦
人
科

医
院

医
療
法
人
新
明
会
臼
杵
市
大
字
野
田
二
七
八
番
地

令

六
・

六
・

一

岡
本
医
院
お
か
も

と
糖
尿
病
・
内
分

泌
ク
リ
ニ
ッ
ク

岡
本

将
英

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
犬
飼
一
一

令

六
・

六
・
二
〇

第
一
歯
科
大
塚

大
塚

盛
夫

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
八
一
二｜

二

令

六
・

六
・

一

南
由
布
ク
リ
ニ
ッ

ク

医
療
法
人
大
晴
会
由
布
市
湯
布
院
町
川
北
一
一
一
二
番
地

四
四

令

六
・

六
・

一

み
さ
と
薬
局
挾
間

店

有
限
会
社
み
さ
と

薬
局

由
布
市
挾
間
町
二
七
〇
番
地
一

令

六
・

六
・

一

溝
部
歯
科
医
院

溝
部

秀
憲

速
見
郡
日
出
町
三
四
八
〇
番
地
の
七

令

六
・

六
・

一

熊
谷
循
環
器
科
内

科
医
院

医
療
法
人
松
寿
堂
中
津
市
山
国
町
大
字
守
実
三
二
二
番
地

令

六
・

六
・

一

サ
ル
ビ
ア
薬
局

株
式
会
社
Ｕ｜

さ

と
う

臼
杵
市
大
字
市
浜
七
四
三
番
地
一
七

令

六
・

七
・

一

医
療
法
人
誠
雅
会

松
元
整
形
外
科
医

院

医
療
法
人
誠
雅
会
中
津
市
三
光
土
田
一
二
四
三
番
地
の
四

令

六
・

六
・

一

篠
島
歯
科
医
院

篠
島

茂
治

中
津
市
山
国
町
守
実
一
六
〇
番
八

令

六
・

六
・
一
七

鶴
見
台
病
院

医
療
法
人
哲
世
会
別
府
市
大
字
鶴
見
四
〇
七
五
番
地
四

令

六
・

七
・

一

医
療
法
人
社
団
村

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

目

次

令

和

六

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
四
九
号

十

月

八

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



村
上
脳
神
経
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

上
神
経
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

別
府
市
山
の
手
町
一
四
番
三
〇
号

令

六
・

七
・

一

し
も
や
ま
内
科
・

循
環
器
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

下
山

信
夫

別
府
市
南
荘
園
町
一
九
組

令

六
・

七
・

一

ツ
ル
ミ
山
村
歯
科

医
院

山
村

徳
章

別
府
市
馬
場
一｜

八

令

六
・

七
・

一

ふ
じ
た
歯
科
医
院
藤
田

浩

別
府
市
扇
山
町
九
組
の
二

令

六
・

七
・

一

く
に
お
歯
科
医
院
前
田

国
生

中
津
市
大
字
中
殿
町
三
丁
目
一
五
番
地

の
六

令

六
・

七
・

一

メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

ッ
ク
日
田
駅
前

葉
山

清
昭

日
田
市
中
央
一
丁
目
一｜

二
四｜

二
〇

一
号

令

六
・

七
・

一

石
井
歯
科
医
院

石
井

公
平

日
田
市
日
ノ
出
町
五
九｜

一
三

令

六
・

七
・

一

佐
藤
第
一
病
院

医
療
法
人
明
徳
会
宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
七
七
番
地
の
一

令

六
・

七
・

一

か
わ
か
み
歯
科

川
上

昌
也

由
布
市
挾
間
町
北
方
一
三｜
一

令

六
・

七
・

一

医
療
法
人
な
か
よ

し
歯
科
医
院

医
療
法
人
な
か
よ

し
歯
科
医
院

国
東
市
武
蔵
町
古
市
一
一
三
九
番
地
一

令

六
・

七
・

一

長
尾
歯
科

長
尾

博
通

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
二
七
九
番
地

令

六
・

七
・

一

お
ざ
歯
科
医
院

塚
田

知
徳

中
津
市
中
殿
町
三｜

二
四｜

九

令

六
・

六
・

一
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

飯
田
土
地
改
良
区

玖
珠
郡
九
重
町

令
六
・

九
・
二
六

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

県
道
鍋
島
植

野
線

中
津
市
大
字
植
野
字
柿
原
一
一
六
二

番
四
か
ら

中
津
市
大
字
植
野
字
居
屋
敷
二
五
九

番
五
ま
で

前

二
六
・
二

〜

八
・
〇

五
五
・
〇

中
津
市
大
字
植
野
字
柿
原
一
一
六
二

番
四
か
ら

中
津
市
大
字
植
野
字
居
屋
敷
二
六
〇

番
三
ま
で

後

三
一
・
四

〜
一
八
・
七

五
五
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
鍋
島
植
野
線

中
津
市
大
字
植
野
字
加
藍
一
二
五
一
番
二
か
ら

中
津
市
大
字
植
野
字
古
城
一
二
八
七
番
一
〇
ま
で

令
六
・

十
・

八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
十
月
八
日

二



道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
中
津
吉
富
線

中
津
市
大
字
一
ツ
松
字
一
町
田
四
七
番
一
〇
か
ら

中
津
市
大
字
牛
神
字
浜
田
二
二
〇
番
八
ま
で

令
六
・

十
・

八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

し
ゅ
ん
功
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
九
月
二
十
六
日

二

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県

代
表
者

大
分
県
知
事

佐

藤

樹
一
郎

三

埋
立
て
の
区
域

１

位
置

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
ビ
ワ
ヶ
鼻
一
二
五
五
番
三
か
ら
一
二
五
五
番
四
、
一
二
五
五
番
二
、
一
二
五

五
番
一
一
、
一
二
五
五
番
一
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
と
②
の
地
点
を
結
ん
だ
線
、
②
の
地
点
か
ら
⑨
の
地
点
ま
で
を
順

次
に
結
ぶ
平
成
十
六
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
一
・
八
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と

陸
地
と
の
境
界
線
、
⑨
の
地
点
と
53
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
六
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
一
・

八
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
53
の
地
点
か
ら
56
の
地
点
ま
で
を
順
次

に
結
ん
だ
線
、
56
の
地
点
と
⑫
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
六
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
一
・
八
六

メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
⑫
の
地
点
と
86
の
地
点
を
結
ん
だ
線
、
86
の

地
点
か
ら
○１１１
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
○１１１
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

①
の
地
点

国
土
地
理
院
板
知
屋
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
七
分
一
一
秒
三
五
四
五
、
東
経
一
三
一

度
四
九
分
五
四
秒
五
一
二
〇
）
か
ら
二
八
九
度
三
九
分
二
八
秒
一
、
三
四
六
・
一
九
メ
ー
ト

ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
〇
三
度
二
九
分
一
〇
秒
二
四
八
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
二
九
分
三
一
秒
六
九
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
四
四
度
一
八
分
四
七
秒
六
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
度
五
八
分
四
一
秒
二
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
六
度
〇
二
分
〇
八
秒
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
九
六
度
二
八
分
五
七
秒
二
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
〇
一
度
四
四
分
二
二
秒
三
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
三
〇
度
二
二
分
五
九
秒
六
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

53
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
九
二
度
一
九
分
〇
七
秒
八
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

54
の
地
点

53
の
地
点
か
ら
二
四
度
〇
四
分
三
〇
秒
六
九
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

55
の
地
点

54
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
〇
四
分
三
〇
秒
五
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

56
の
地
点

55
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
〇
四
分
三
〇
秒
七
〇
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

56
の
地
点
か
ら
二
九
九
度
一
二
分
二
七
秒
一
四
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

86
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
三
二
度
一
六
分
三
七
秒
一
〇
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

87
の
地
点

86
の
地
点
か
ら
九
八
度
五
八
分
五
四
秒
二
六
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

88
の
地
点

87
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
五
七
分
一
八
秒
三
七
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

89
の
地
点

88
の
地
点
か
ら
二
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

90
の
地
点

89
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
五
七
分
一
八
秒
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

91
の
地
点

90
の
地
点
か
ら
二
〇
三
度
五
七
分
一
八
秒
四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

92
の
地
点

91
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

93
の
地
点

92
の
地
点
か
ら
二
〇
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

94
の
地
点

93
の
地
点
か
ら
二
九
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

95
の
地
点

94
の
地
点
か
ら
二
〇
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

96
の
地
点

95
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

97
の
地
点

96
の
地
点
か
ら
二
〇
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

98
の
地
点

97
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
五
七
分
一
八
秒
八
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

99
の
地
点

98
の
地
点
か
ら
二
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

100
の
地
点

99
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１01
の
地
点

100
の
地
点
か
ら
二
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１02
の
地
点

○１01
の
地
点
か
ら
二
九
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１03
の
地
点

○１02
の
地
点
か
ら
二
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１04
の
地
点

○１03
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
五
七
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１05
の
地
点

○１04
の
地
点
か
ら
二
三
度
五
七
分
一
八
秒
四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１06
の
地
点

○１05
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
五
七
分
一
八
秒
五
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１07
の
地
点

○１06
の
地
点
か
ら
二
三
度
二
九
分
一
三
秒
一
三
九
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１08
の
地
点

○１07
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
二
九
分
一
三
秒
一
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１09
の
地
点

○１08
の
地
点
か
ら
二
三
度
二
九
分
一
三
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１10
の
地
点

○１09
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
二
九
分
一
三
秒
四
四
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

○１１１
の
地
点

○１10
の
地
点
か
ら
二
〇
三
度
二
九
分
一
三
秒
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
四
、
五
六
一
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
指
令
港
第
一
九
八
五
号

五

閲
覧
の
場
所

大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
臼
杵
土
木
事
務
所
並
び
に
臼
杵
市
役
所

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

し
ゅ
ん
功
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
九
月
二
十
六
日

二

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県

代
表
者

大
分
県
知
事

佐

藤

樹
一
郎

三

埋
立
て
の
区
域

１

位
置

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
ビ
ワ
ヶ
鼻
一
二
五
五
番
一
、
一
二
五
五
番
一
二
、
一
二
五
五
番
一
五
、
一
一

五
番
一
一
、
一
一
五
番
一
〇
を
経
て
一
二
八
番
四
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
㉖
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
㉖
の
地
点
と
①
の

地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

国
土
地
理
院
板
知
屋
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
〇
七
分
一
一
秒
三
五
四
五
、
東
経
一
三

一
度
四
九
分
五
四
秒
五
一
二
〇
）
か
ら
七
六
度
五
二
分
五
二
秒
一
、
一
六
九
・
二
四
メ
ー
ト

ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
一
九
度
五
四
分
四
二
秒
〇
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
九
五
度
二
三
分
二
五
秒
一
七
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
〇
一
分
三
一
秒
三
〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
〇
七
分
〇
四
秒
一
四
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
〇
七
分
〇
四
秒
〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
四
一
分
三
〇
秒
一
〇
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
〇
九
度
四
九
分
五
二
秒
一
〇
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
一
〇
九
度
五
七
分
二
八
秒
八
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
〇
度
〇
〇
分
五
〇
秒
二
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
四
二
分
三
二
秒
八
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
一
一
一
度
二
九
分
三
七
秒
八
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
二
〇
二
度
〇
五
分
一
六
秒
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
四
七
分
五
〇
秒
二
二
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
一
〇
三
度
三
六
分
〇
二
秒
二
〇
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
一
〇
九
度
一
〇
分
三
七
秒
一
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
九
九
度
一
七
分
四
一
秒
一
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
九
四
度
〇
四
分
一
五
秒
七
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら
七
四
度
二
六
分
四
二
秒
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点

⑲
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
一
一
分
一
〇
秒
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉑
の
地
点

⑳
の
地
点
か
ら
七
六
度
〇
五
分
二
一
秒
二
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉒
の
地
点

㉑
の
地
点
か
ら
三
四
八
度
三
六
分
〇
四
秒
六
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉓
の
地
点

㉒
の
地
点
か
ら
七
七
度
〇
五
分
二
三
秒
四
四
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
十
月
八
日

四



㉔
の
地
点

㉓
の
地
点
か
ら
四
八
度
五
一
分
〇
六
秒
一
一
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉕
の
地
点

㉔
の
地
点
か
ら
六
四
度
三
〇
分
二
九
秒
一
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉖
の
地
点

㉕
の
地
点
か
ら
三
三
六
度
三
〇
分
五
〇
秒
二
五
三
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

三
〇
、
八
三
三
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
指
令
港
第
一
九
八
七
号

五

閲
覧
の
場
所

大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
臼
杵
土
木
事
務
所
並
び
に
臼
杵
市
役
所

令
和
六
年
十
月
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五


